
◆９月の有効求人倍率は１.３１倍
◆月間有効求人数は１,２１２人、月間有効求職者数は９２６人

・新規求人数は３９３人と、前月に比べ１１．５％の減少となり、前年同月比では１６．９％の減少となり
ました。
・新規求人の主な産業別でみると前年同月比で宿泊業・飲食サービス業が１００．０％、医療・福祉が３．
９％増加した一方で、運輸業が４２．９％、サービス業が３７．２％、製造業が２５．７％、卸売・小売業
が２３．８％、建設業が１３．３％減少しました。
・新規求職申込件数は１９１人と、前月に比べ１１．０％の増加となり、前年同月比では２．６％減少しま
した。
・このため、９月の当所管内における雇用失業情勢は、月間有効求人数１，２１２人に対し、月間有効求職
者数９２６人で、有効求人倍率は、１．３１倍となり、前年同月を0．２３ポイント下回りました。

ハローワーク築館管内の求人・求職者の動向

労働市場の動き（９月内容）

ハローワークからのお知らせ

〇「改正育児・介護休業法等説明会のご案内」について
「改正育児・介護休業法」が令和７年４月１日から段階的に施行されます。それに伴い宮城労
働局では、管内企業等を対象に説明会を石巻、大崎、仙台会場にて開催いたします。
１．改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援対策法推進法
２．フリーランス・事業者間取引適正化等法
３．その他（両立支援等助成金等）

の上記３点について説明を行いますのでご参加検討のほどよろしくお願いします。日程等詳細
につきましては２ページ目を参照ください。ご不明な点については宮城労働局雇用環境・均等
室（TEL 0 2 2 - 2 9 9 - 8 8 4 4 ）へお問い合わせ願います。

○労働保険（労災保険・雇用保険）の加入について
原則労働者を１人でも雇ったら労働保険の成立手続きを行う必要があります。労災保険・雇
用保険それぞれの加入状況についてご確認お願いします。ご不明な点については労災保険
は瀬峰労働基準監督署（TEL0 2 2 8 - 3 8 - 3 1 3 1 ）、雇用保険は当所雇用保険担当（TEL 0 2 2 8 -
2 2 - 2 5 3 1 ）までお問い合わせ願います。

月号

５年９月 ５年10月 ５年1１月 ５年1２月 ６年1月 ６年２月 ６年３月 ６年４月 ６年５月 ６年６月 ６年７月 ６年８月 ６年９月

有効求職者 908 917 875 832 861 917 937 1,029 1,044 1,056 1,008 932 926

有効求人数 1,340 1,349 1,245 1,243 1,330 1,201 1,267 1,208 1,272 1,140 1,180 1,187 1,169

求人倍率 1.54 1.54 1.51 1.56 1.60 1.36 1.40 1.20 1.23 1.10 1.20 1.31 1.31
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雇用の動き（９月内容）

９月 10月 1１月 1２月
６年１

月
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

取得者数 145 198 160 147 144 183 140 294 343 204 238 151 145

喪失者数 169 216 168 136 217 182 168 472 200 191 269 141 166

月末現在被保険者数 16,966 16,947 16,923 16,919 16,850 16,711 16,682 16,462 16,578 16,593 16,531 16,524 16,500
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◆ 申込方法（１社あたり２名様までお申込みいただけます。）
① 宮城労働局ホームページよりお申込ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/kaiseihou_20240725.html

② または、右の申込フォームからお申込下さい。

「改正育児・介護休業法等説明会」のご案内

「改正育児・介護休業法」が令和7年4月1日から段階的に
施行されます。また、「改正次世代育成支援対策推進法」
により、次世代法の有効期限が令和17年3月末までに延長さ
れます。さらに、「フリーランス・事業者間取引適正化等
法」が、令和6年11月1日から施行されます。
宮城労働局では、管内企業等を対象にした説明会を県内

３か所で開催いたします。ぜひご参加ください。

◆ 開催日時・場所

◆ 説明内容
（１）改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援対策推進法
（２）フリーランス・事業者間取引適正化等法
（３）その他（両立支援等助成金等）

場所開催日時会場

石巻市水産総合振興センター 3階大会議室
石巻市魚町2丁目12-3
※会場の平面駐車場・立体駐車場がご利用いただけます。

令和６年11月20日（水）
13:30～15:30

石巻

大崎建設産業会館 2階大会議室
大崎市古川旭4丁目3-24

※古川総合体育館の駐車場がご利用いただけます。

令和６年11月26日（火）
13:30～15:30

大崎

仙台サンプラザ 3階クリスタルルーム
仙台市宮城野区榴岡5-11-1

※公共交通機関でお越しください。

令和６年12月３日（火）
13:30～15:30

仙台

入場無料

育介法
改正！

・本説明会は、先着順・事前予約制です。開催日の1週間前までにお申込みください。
・各会場とも、受付開始は13:00（開始30分前）です。
・当説明会のお申し込みにあたりお預かりした個人情報は、本事業に係るご連絡にのみ
使用させていただきます。

問合せ先 宮城労働局雇用環境・均等室（022-299-8844)

改正育児・介護休業法等
の改正内容はこちら →

フリーランス・事業者間
取引適正化等法の
詳細はこちら →

(061008)

申込
フォーム




